
富浦バス車庫充電設備設置工事 仕様書 

 

 本仕様書は、「富浦バス車庫充電設備設置工事」について、必要な事項を定めたもの

である。 

 

１．工事名 

富浦バス車庫充電設備設置工事 

 

２．目的 

本市では今年度、市営路線バスとして電気小型バス（KARSUN社製 e-JEST）を導 

入することから、当該車両の充電に必要な急速充電設備を設置するものである。併 

せて、老朽化したシャッターの改修と車庫内の乗務員休憩所の解体を行うものであ 

る。 

 

３．工事場所 

南房総市富浦町原岡２０９番地１外（別添位置図参照） 

 

４．充電器の種類 

JFEテクノス株式会社製 RAPIDAS-EX55-AE（55kW急速充電器） 

 

５．工事期間 

契約締結日の翌日から令和７年１２月１９日まで 

 

６．工事内容 

契約者は、本工事の実施にあたり、以下の事項を実施する。 

(1)充電設備設置工事 

① 充電設備の設置工事及び付帯する電気工事 

② その他設置に必要な業務及び安全管理 

(2)シャッター改修工事 

① 既存シャッターの撤去 

② 新たなシャッターの取付 

※設置に際しては、シャッターケース下端が、既存のシャッターケース下端よ 

りも 5 ㎝以上上がるよう設置すること。（別添写真参照） 



(3)乗務員休憩所解体工事 

・車庫内に設置されている乗務員休憩所の解体撤去 

 

７．そ の 他 

 (1)契約者は、本工事の施工に際し、関係法令を遵守し、誠実かつ安全に履行するこ 

と。 

(2)その他、仕様書の内容等について疑義が生じた場合や、本工事の遂行上必要と認 

められるもので、本仕様書にない事項が生じた場合は、発注者と受注者で十分に

協議を行い実施すること。 

 


